
近
世
村
落
に
お
け
る
家
と
土
地
所
有

福
田
は
ぎ
の

は
じ
め
に

近
世
初
期
の
村
切
り
を
経
て
一
村
落
と
い
う
ま
と
ま
り
に
編
成
さ
れ
た
家
々
は
、
さ
ら
に
本
百
姓
体
制
下
に
相
互
に
年
貢
負
担
者
と
し
て

一
定
の
村
請
体
制
を
形
成
し
、
ま
た
こ
の
体
制
の
維
持
が
絶
え
ず
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
家
々
が
同
一
に
本
百
姓
(
近
世
村
落
共
同
体
成

(
1
)
 

員
)
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
面
で
は
事
実
上
の
土
地
「
所
有
」
主
体
と
し
て
、
家
々
は
別
個
に
独
自
の
展
開
を
遂
げ
う

る
多
様
な
契
機
と
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
家
々
の
土
地
所
有
主
体
と
し
て
の
展
開
も
、
近
世
本
百
姓
体
制

近世村落における家と土地所有

下
に
お
い
て
は
、
家
相
互
の
土
地
所
有
関
係
が
本
来
一
村
内
に
い
わ
ば
圧
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
条
件
下
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
留

意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
村
内
土
地
所
有
関
係
の
変
化
自
体
を
制
約
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
変

降化
り の
智 あ
介り
寄
片方
遍 に
主対
の し
発て
展は

2喜
，? t.t 
む規

促定
進室
?号Il:ヨ

れと
F、 な

i: ~ 
b、つ
う党

写す
は な
た わ

え議
村、的

屋、 i;
民農
層民
分層
化分
と 化
し が
て超
内 村
延域

官官
特、
砕よ

イ七 り

さ般
い的
る H

傾ル

向萌
の治
発以

生
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
土
地
所
有
関
係
の
展
開
に
対
す
る
近
世
固
有
の
い
わ
ば
村
落
規
制
が
、
後
年
の
出
入
作
関
係
の
恒

常
化
に
よ
り
新
た
な
段
階
を
む
か
え
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
十
分
想
定
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
、
農
民
間
の
土
地
所
有
関
係
の
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変
化
が
村
落
構
成
員
l
家
聞
の
村
と
い
う
枠
内
部
の
確
執
と
し
て
進
展
す
る
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

98 

と
こ
ろ
で
本
稿
は
、
近
世
村
落
に
お
け
る
土
地
所
有
関
係
の
展
開
を
、
そ
の
主
体
に
改
め
て
家
を
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
家
間
の
確
執
と

い
う
視
点
か
ら
把
え
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
農
民
層
分
化
も
こ
の
確
執
の
一
定
の
帰
結
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
重
要
な
検
討
対
象

と
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
の
帰
結
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
帰
結
が
内
包
し
た
家
固
有
の
動
態
に
照
明
を
与
え
る
こ
と
が
課
題
で

あ
る
。
ま
た
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
家
固
有
の
動
態
に
こ
そ
、
あ
ら
た
め
て
土
地
所
有
関
係
展
開
の
主
体
と
し
て
の
家
の
実
体
を
把
え
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
家
固
有
の
動
態
と
い
っ
て
も
そ
れ
自
体
多
面
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
の
検
討
に
お
い
て
注

目
す
る
の
は
こ
の
う
ち
分
家
創
出
と
い
う
動
態
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

分
家
が
と
く
に
近
世
前
期
に
お
い
て
、
本
百
姓
成
立
の
基
本
的
な
一
コ

l
ス
で
あ
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
研
究
史
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

(
会
津
藩
幕
内
村
や
松
代
藩
奈
良
井
村
な
ど
)
。
分
家
は
、
家
固
有
の
土
地
移
動
で
あ
る
分
地
l
高
訳
を
通
じ
て
、
村
請
体
制
の
農
民
的
創
出
の

主
要
な
一
環
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
分
家
は
、
こ
の
土
地
移
動
を
伴
う
こ
と
に
よ
り
、
村
内
土
地
所
有
関
係
に
一
定
の
変
化
を
も
た

ら
す
こ
と
、
ま
た
新
た
な
土
地
所
有
主
体
の
創
出
に
も
結
び
つ
き
う
る
こ
と
、
総
じ
て
分
家
は
単
に
家
々
の
個
別
的
(
私
的
)
営
為
で
あ
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
村
内
土
地
所
有
関
係
の
展
開
に
た
い
し
一
規
定
要
因
と
し
て
積
極
的
に
作
用
す
る
と
い
う
そ
の
「
社
会
的
」
意
義
が
注

目
に
値
す
る
。
家
々
の
村
内
確
執
の
動
態
局
面
を
把
え
る
視
点
に
分
家
を
設
定
す
る
こ
と
も
、
方
法
上
あ
な
が
ち
不
当
と
は
思
わ
れ
な
い
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
分
家
行
為
は
な
お
、
そ
れ
自
体
自
律
的
と
も
い
い
う
る
伝
統
的
慣
行
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
村
内
秩
序
(
同
族
的

支
配
な
ど
)
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
実
態
展
開
に
は
規
定
諸
要
因
の
錯
綜
が
見
込
ま
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
総
過
程
の
検
討
に

は
と
う
て
い
及
び
え
な
い
。

一
事
例
研
究
(
松
代
藩
更
級
郡
大
塚
村
)
と
し
て
、
村
内
の
土
地
移
動
に
か
か
わ
る
一
定
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、

こ
れ
に
即
し
た
検
討
を
行
な
う
の
に
と
ど
ま
る
。



農
民
層
分
化
と
分
家

近
世
村
落
の
変
化
を
示
す
基
礎
的
指
標
と
し
て
、
家
々
に
よ
る
持
高
構
成
の
推
移
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
塚
村
の
場
合
、
名
寄
幌

近世村落における家と土地所有

表-1 大塚村の持高別階層構成の推移

寛文 6年 明和 4年 嘉永 5年
1666) (1767 (852) 

150 -200 

100 -150 

50 - 100 5 3 2 

30 -50 4 3 

25 -30 2 

20 -25 4 3 

15 -20 5 4 2 

10 - 15 9 10 10 

5 -10 19 14 

1-5 21 34 

1石未満 13 26 

高請人計 31人 74人 96人

持高計(石) 986.402 943.692 744.357 

平均持高(石) 31. 8 12.8 7. 75 

※ 
屋敷地数計 52ケ所 107ケ所 110ケ所

屋敷地所持者 25人 65人

屋敷地高計(%) 46.687 63.508 

注究員嘉永5年の屋敷数は総中T数〔五人組版)

「大尿村描11水帳J(寛文 6年)["大原村地押改帳J(明和 4年)

「惣高名苦手帳J(嘉永 5;p)より作成。

は
幕
末
期
に
若
干
残
す
以
外
皆
無
で
あ
る
。

一
方
松
代
藩
が
真
田
氏
の
入
封
(
一
六

年
)
以
降
、
幕
末
ま
で
に
行
っ
た
領
内
検
地

(2) 

の
ニ
つ
の
波
に
対
応
す
る
寛
文
六
年
(
一
六

六
六
)
と
明
和
四
年
(
一
七
六
七
)
の
水
帳
は

残
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
幕
末
期
の
名
寄
帳
を

加
え
れ
ば
一
応
、
近
世
期
の
主
要
な
二
百
年

聞
の
変
化
を
概
括
的
に
で
は
あ
る
が
、
あ
と

ず
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
表
ー
に
よ
る
と
持
高
構
成
の
推
移

に
は
、
同
期
間
内
の
前
半
(
寛
文
l
明
和
)

と
後
半
(
明
和
l
幕
末
)
で
異
な
る
傾
向
が

現
わ
れ
て
い
る
。
寛
文
期
に
は
寺
社
を
除
く
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二
九
名
の
高
請
入
全
員
が
一

O
石
以
上
で
か
つ
一
一

O
石
台
ま
で
に
散
在
し
て
い
た
が
、
明
和
期
に
は
上
限
の
上
昇
(
一
二
石
台
4
一
六
七

100 

石
台
)
の
一
方
で
、
ニ

O
l
五
O
石
の
い
わ
ば
中
間
的
な
階
層
は
明
瞭
に
減
少
し
、
全
体
と
し
て
五
O
石
以
上
の
少
数
の
上
位
集
団
と
一

O

石
以
下
を
中
心
と
す
る
多
数
の
下
位
集
団
の
形
成
と
い
う
階
層
分
化
が
生
じ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
幕
末
期
に
か
け
て
は
、
五
石
未
満
が
一
層

増
加
し
な
が
ら
も
、
上
限
の
低
下
(
一
六
七
石
4
六
七
石
台
)
に
、
入
作
高
の
増
加
(
嘉
永
に
は
村
高
の
二
割
に
近
い
二
百
石
程
度
)
が
あ
い
ま
っ

表-2寛文6年の名請人持高と屋敷地

本 田 新 回

名 請人 持高合計 屋敷地(石高) (御朱印地)

石 カ所石 石
l 治郎右衛門 111. 478 7 (5.313) 17.535 

2小兵衛 89.8675 6 (4. 1875 ) 

3 弥五右衛門 83.5955 5 (3.8485) 

4伝之丞 82.741 5 (5.818) 17.515 

5清左衛門 60.624 2 (3.06) 

6 源左衛門 57.027 2 (1. 636 ) 

7 半左衛門 43.664 1 (0.792) 

8 清右衛門 41. 159 4 (2.084) 

9 弥五左衛門 39.968 3 (2. 536 ) 

10 安之丞 39.406 I (1. 008 ) 

11 勘右衛門 25.282 ナシ

12 平右衛門 23.861 I (1.2) 

13 庄右衛門 23.328 I (1. 368 ) 

14 作右衛門 21. 791 I (1.8) 

15 忠右衛門 21. 427 I (0. 816) 

16 甚兵衛 19.603 2 (0.808) 

17 賀兵衛 17.998 I (0. 72 ) 

18 久右衛門 16.837 I (0.952) 

19 八郎兵衛 15.902 I (1. 296 ) 

20 四兵衛 15.72 I (0.924) 

21 六之丞 14.698 1 (1. 344 ) 

22 弥兵衛 14.412 1 (2.024) 

23 喜左衛門 14.066 I (1.4) 

24 惣 助 14.036 I (0.864) 

25 九右衛門 13.519 ナシ

26 仁左衛門 13.38 ナシ

27 三五郎 13.2 I (0. 6 ) 

28 九之助 13. 161 ナシ

29 五 助 13. 143 I (0.288) 

30 不動寺 7.268 ナシ

31 長徳寺 4.681 ナシ

言十 986.843 52 (46.687) 35.05 

一一注)寛文 6年「大塚村御水帳Jより作成。



て
、
上
層
農
を
中
心
と
す
る
村
内
経
済
の
「
か
げ
り
」
す
ら
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
高
請
人
数
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
え
続
け
、
ま
た

匿
敷
地
所
持
者
の
増
加
に
は
、
こ
の
間
の
少
な
か
ら
ず
の
屋
敷
地
分
割
1
分
家
の
あ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
分
家
は
高
請
人
の
増

加
の
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
と
も
に
、
以
上
で
概
観
し
た
階
層
構
成
の
変
化
に
も
深
く
関
与
し
て
い
る
。

寛
文
水
帳
に
現
わ
れ
た
二
九
名
(
表
2
)
の
う
ち
、
家
系
が
判
明
す
る
の
は
一
一
名
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
の
な
か
の
七
名
ま
で
が
ほ
ぼ
四

O
石
以
上
で
あ
り
、
当
時
の
村
内
有
力
諸
家
を
構
成
す
る
注
目
す
べ
き
家
々
で
あ
る
。
こ
の
一
一
名
の
う
ち
弥
五
右
衛
門
と
作
右
衛
門
が
す

で
に
分
家
(
一
一
名
に
含
ま
れ
て
い
る
。
表
3
)
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
い
ま
だ
分
家
を
全
く
出
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
一
名
は
家

系
が
判
明
し
な
い
他
の
一
人
名
の
高
請
人
と
は
血
縁
関
係
に
な
い
。
ま
た
こ
の
一
人
名
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
、
後
年
に
至
っ
て
判
明
す

る
限
り
で
、
本
分
家
関
係
を
な
し
て
い
る
事
例
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
全
体
と
し
て
分
家
創
出
は
寛
文
期
以
降
の
こ
と
で
、

と
り
わ
け
一
一
名
の
大
半
が
、

の
ち
に
漸
次
分
家
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
本
家
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
寛
文

l
明
和

の
分
家
状
態
は
表
3
が
示
す
通
り
で
あ
る
。

近世村落における家と土地所有

同
表
中
の
六
之
丞
と
三
五
郎
の
事
例
に
よ
り
は
じ
め
に
寛
文
期
頃
の
分
家
に
つ
い
て
若
干
の
点
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
と
も
に
分
家
初
代

で
あ
る
か
ら
(
過
去
帳
に
よ
る
て
そ
の
持
高
は
土
地
分
与
の
実
態
か
ら
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
両
者
と
も
一
ヶ

所
の
屋
敷
地
と
、
ほ
か
に
一
一
一

l
三
石
程
度
の
耕
地
を
有
す
る
。
六
之
丞
を
分
出
し
た
側
の
弥
五
右
衛
門
は
ほ
ぼ
九
O
石
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
場
合
の
分
地
は
、
当
時
に
関
し
て
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
均
等
分
割
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
三
五
郎
を
分
出
し
た
作
右
衛
門
は

二
ニ
石
弱
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
均
等
分
割
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
と
も
に
、
家
と
し
て
自
立
す
る
に
足
る
程
度
の
分
地
が
行
わ
れ
た
と
み

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
屋
敷
地
と
二
了
三
石
程
の
耕
地
が
ほ
ぼ
そ
の
基
準
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
小
農
自
立
」

(3) 

に
対
応
し
た
分
家
創
設
と
み
な
し
て
も
大
過
の
な
い
規
模
と
い
え
よ
う
。
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表-3寛文一明和の分家と持高

寛文水帳 明和水帳 本分(分家家持年高次合)計

石 石 石
1 I C町田)治郎右衛門 111.478 。市郎左衛門 170.488 464.517 (49.2;;ぢ〕

(11.3;;ぢ〕 小右衛門 56.018 (貞享)

金三郎 131.418 (宝永)

半治郎 80.97 (享保)

与惣兵衛 25.623 (宝暦)

2 (宮島)小兵衛 89.8675 。常右衛門 12.886 37.407 (4.0%) 

( 9. 1 %) 幸 七

0伊右衛門 5.503 
善 兵 衛 4.031 >-C寛永以降〉

仁左衛門 6.582 
市右衛門 4.431 

3 
(新井〉弥〔之五10右丞0衛彪F]1〈田 595月

。藤左衛門 12.74 49.414 (5.2%) 
勝右衛門 8.819 (享保)

久右衛門 5.478 (宝暦)

21 六 14.698 0平左衛門 8.333 (寛文以前)
円右衛門 14.044 (貞享)

41C塩島)伝之丞 82. 741 。甚 助 16.916 17.716 
平右衛門 0.8 (寛文以降)

5 I C清水)清右衛門 41. 159 清右衛門 3.353 3.353 

9 I C若林)弥五左衛門 39.968 。弥兵衛 1. 615 13. 593 

弥五左衛門 8.025 (宝永)

万五郎 2.081 (寛文以降)

五右衛門 1.872 " 
10 (小林)安之丞 39.406 喜四郎 5.532 5.532 

11 (島田)作右衛門 21. 791 。忠右衛門 17.062 23.993 
庄兵衛 0.492 

(寛文以降)
平之丞後家 0:696 

27 三五郎 13.2 三左衛門 5.743 (寛文以前)

22 (柳沢)弥兵衛 14.412 。与左衛門 9.145 18.2 
吉右衛門 3.245 (享保)

与 七 5.81 (明和)

(宮下)六左衛門 。六左衛門 61. 98 93.802 (9.9%) 

与平治 13.49 
(寛文以降)

八之丞 4.453 
六右衛門 13.879 (宝暦期)

注) 寛文水帳の答号は表 21(対応している。

。が本家.0は孫分家を行った分家. ( )内は村高1(占める比率。
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と
こ
ろ
で
寛
文
検
地
は
、
初
期
(
慶
長
)
検
地
か
ら
七

O
年
余
を
隔
て
、
松
代
藩
が
領
国
経
済
の
基
礎
を
固
め
る
「
仕
上
げ
の
工
作
」
と

し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
そ
の
際
に
「
検
地
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
な
く
、
実
際
の
竿
入
れ
が
あ
っ
た
わ
け
で
も

(

4

)

(

5

)

 

な
い
。
各
高
請
人
に
は
各
自
の
持
分
地
が
列
記
さ
れ
た
「
石
高
帳
」
(
正
式
に
は
例
え
ば
「
大
塚
村
八
郎
兵
衛
田
畑
坪
々
之
石
高
帳
」
。
た
だ
し
こ
こ

で
利
用
す
る
寛
文
水
帳
は
こ
れ
ら
を
一
村
に
ま
と
め
た
も
の
の
写
し
)
が
下
附
さ
れ
る
が
、
そ
の
記
載
様
式
も
、
地
字
名
、
石
高
(
分
米
、
面
積
な

し
)
、
名
請
人
(
分
附
な
し
)
が
一
筆
ご
と
に
あ
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
検
地
の
力
点
は
、
む
し
ろ
専
ら
村
請
高

の
負
担
関
係
の
確
定
に
お
か
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
確
定
は
村
方
で
「
惣
百
姓
寄
合
致
吟
味
田
畑
坪
々
ニ
応
し
て

明
細
割
付
」
と
い
う
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
お
り
、
年
貢
村
請
制
を
支
え
る
村
落
体
制
が
、
「
寄
合
」
を
通
じ
農
民
側
で
一
定
程
度
「
主
体
的
」

に
創
出
さ
れ
た
面
も
無
視
で
き
な
い
。

そ
の
場
合
、
新
分
家
の
六
之
丞
や
三
五
郎
の
持
高
が
村
内
高
請
人
の
ほ
ぼ
最
低
水
準
に
位
置
し
て
い
た
点
に
、
高
請
人
確
定
の
一
規
準
が

経
営
体
と
し
て
の
自
立
性
に
求
め
ら
れ
て
い
た
結
果
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
寛
文
期
に
、
信
州
北
佐
久
郡
五
郎
兵
衛
新
田

近世村落における家と土地所有

村
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
「
あ
る
程
度
の
高
を
も
っ
一
人
前
の
百
姓
に
な
っ
て
い
る
者
」
が
、
「
草
分
け
で
あ
る
と
か
、
開
発
初
期
に
来
村
し

(6) 

た
と
か
、
ま
た
は
本
家
分
家
と
か
他
村
者
と
か
い
う
系
譜
圃
条
件
の
相
違
を
問
わ
ず
」
皆
、
本
百
姓
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
こ
の
本
百
姓

を
正
規
の
構
成
員
と
す
る
村
落
体
制
が
固
め
ら
れ
る
。
大
塚
村
で
も
高
請
人
間
の
持
高
格
差
や
屋
敷
地
所
持
状
態
の
差
異
|
無
匡
敷
人
も
合

(7) 

ま
れ
て
い
る
|
、
そ
れ
に
来
村
初
代
|
安
之
丞
が
隣
村
青
木
島
村
か
ら
の
村
外
分
家
初
代
|
の
存
在
等
、
二
九
名
に
お
け
る
多
様
な
入
村
・

来
歴
の
混
在
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
ご
人
前
」
で
あ
る
資
格
に
よ
っ
て
同
等
に
各
自
の
「
石
高
帳
」
を
手
に
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
高
請
，

人
を
確
定
す
る
寛
文
検
地
は
本
百
姓
体
制
整
備
の
画
期
で
も
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
う
し
て
出
揃
っ
た
高
請
人
1
本
百
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姓
の
、
こ
れ
以
降
の
持
高
動
態
が
は
じ
め
に
み
た
明
和
期
の
実
態
に
帰
結
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。



寛
文
期
の
名
請
人
の
う
ち
一
一
名
の
こ
の
帰
結
を
家
の
動
態
も
含
め
て
み
る
と
、
第
一
に
は
寛
文
期
で
村
内
最
高
位
に
あ
っ
た
治
郎
右
衛
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門
家
(
以
下
町
田
家
と
呼
ぶ
)
が
さ
ら
に
持
高
を
増
し
、
明
和
期
に
お
い
て
も
同
様
の
位
置
に
あ
る
と
と
も
に
、
当
家
が
寛
文
以
来
一

O
O
年

聞
に
ほ
ぼ
ニ

0
年
間
隔
で
創
出
し
た
四
戸
の
分
家
の
う
ち
三
戸
ま
で
が
本
家
に
次
い
で
五

O
石
以
上
の
村
内
上
層
農
を
構
成
し
て
い
る
実
態

に
注
目
で
き
る
。
ま
た
残
る
二
戸
の
分
家
も
合
わ
せ
る
と
、
本
分
家
の
持
高
合
計
は
四
六
回
石
余
と
な
り
、
こ
れ
は
村
高
全
体
の
五
割
に
あ

た
る
。
寛
文
で
治
郎
右
衛
門
二
戸
が
占
め
た
同
様
の
比
率
が
一
割
程
度
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
分
家
の
創
出
が
単
に
家
数
の
拡
大
ば
か

り
で
な
く
、
上
層
農
の
創
出
と
し
て
、
か
な
り
著
し
い
土
地
の
拡
大
を
伴
っ
た
一
族
の
繁
栄
に
帰
結
し
た
と
い
う
、
分
家
と
土
地
集
積
の
相

互
補
完
的
と
も
い
う
べ
き
関
係
が
み
ら
れ
る
。

町
田
家
の
分
家
と
土
地
集
積
の
具
体
的
な
過
程
を
伝
え
る
資
料
は
皆
無
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
「
地
主
的
土
地
所
有
」
自
体
の
性
格

は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
土
地
集
積
が
個
別
の
家
の
単
線
的
な
所
有
の
拡
大
と
し
て
、
進
展
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
所
有
主
体
l

家
の
分
派
1
分
家
を
伴
っ
た
複
線
的
な
い
し
は
同
族
的
土
地
集
積
と
し
て
進
展
し
た
側
面
が
注
目
さ
れ
る
。
明
和
期
と
い
う
ほ
ぼ
近
世
中
期

を
経
過
し
た
段
階
で
認
め
ら
れ
る
こ
う
し
た
家
の
展
開
は
、
近
世
前
期
に
つ
い
て
本
百
姓
の
創
出
過
程
と
し
て
よ
り
一
般
的
に
把
え
ら
れ
た
、

(
8
)
 

名
請
高
の
縮
少
に
結
び
つ
く
「
同
族
図
的
分
裂
」
と
は
む
し
ろ
逆
の
方
向
性
を
示
し
て
お
り
、
い
う
な
れ
ば
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
本
百
姓

体
制
を
少
な
く
と
も
村
内
土
地
所
有
関
係
の
レ
ベ
ル
で
動
揺
さ
せ
る
一
定
の
、
「
地
主
的
土
地
所
有
」
の
展
開
に
対
応
し
た
同
族
形
成
・
拡

大
と
い
う
内
実
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
百
姓
体
制
の
動
揺
を
も
た
ら
す
「
地
主
的
土
地
所
有
」
の
進
展
は
、
明
和
に
お
い
て
町
田
本
分
家
に
ま
ざ
り
唯
て
六
二
石
の
持
高
を

示
す
六
左
衛
門
(
表
3
参
照
)
の
存
在
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
後
年
文
化
六
年
(
一
人
O
九
)
の
五
代
目
死
去
ま
で
代
々
六
左
衛
門
を
通
名

と
し
た
宮
下
本
家
の
初
代
は
、
宝
永
二
年
(
一
七
O
五
)
を
没
年
と
す
る
。
こ
の
初
代
(
過
去
帳
に
そ
う
あ
る
)
の
家
創
設
事
情
(
新
来
住
戸
か



あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
譜
代
下
人
の
自
立
か
等
)
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
の
寛
文
水
帳
の
小
兵
衛
(
約
九
O
石
、
宮
島
家
)
持
分
の
う
ち
一
筆
の
屋
敷

地
に
は
「
六
左
衛
門
」
の
記
述
が
そ
え
て
あ
る
。
小
兵
衛
の
屋
敷
地
六
筆
の
う
ち
に
は
こ
の
ほ
か
「
勘
右
衛
門
」
の
添
書
も
あ
り
、
こ
れ
が

当
時
田
畑
の
み
で
屋
敷
地
を
持
た
な
か
っ
た
勘
右
衛
門
(
表
2
参
照
)
に
相
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
六
左
衛
門
」
も
覚
文
に
既
に
在

村
し
て
い
た
と
み
な
せ
る
と
同
時
に
、
小
兵
衛
へ
の
従
属
関
係
は
勘
右
衛
門
に
比
べ
よ
り
一
層
強
い
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
六
左
衛
門
が
寛
文
で
は
本
百
姓
の
地
位
に
な
か
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
和
で
は
他
の
本
百

姓
を
し
の
い
で
土
地
集
積
を
果
た
し
た
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
塚
村
の
明
和
水
帳
(
表
題
は
「
地
押
改
帳
」
)
は
は
じ
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
松
代
領
内
検
地
の
第
二
波
の
一
環
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
寛
文
水
帳
と
並
ぶ
二
大
水
帳
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
第
二
波
は
山
間
部
に
は
部
分
的
に
し
か
及
ば
ず
、
主
と
し
て
平
坦
部
に
集
中

(9) 

し
て
い
る
。
恩
田
木
工
の
出
現
し
た
藩
政
改
革
期
と
も
重
な
る
こ
の
検
地
に
つ
い
て
は
、
独
自
に
別
途
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
平
坦
部
の
主
要
部
を
占
め
る
川
中
島
地
方
(
大
塚
村
も
含
ま
れ
る
)
が
、
北
に
善
光
寺
の
門
前
町
と
南
に
松
代
の
城
下
町
を
ひ
か
え
、

ま
た
こ
の
間
を
つ
な
ぐ
北
国
街
道
を
擁
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
当
地
方
の
村
々
へ
の
商
品
・
貨
幣
経
済
の
浸
透
は
山
間

近世村落における家と土地所有

部
に
比
べ
相
当
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
な
う
土
地
移
動
が
、
新
た
な
水
帳
の
作
成
と
同
時
に
覚
文
期
以
来
の
本
百
姓
体
制
に
画
期

的
な
修
正
を
加
え
る
必
要
を
促
し
た
こ
と
が
、
こ
の
検
地
の
一
背
景
に
あ
っ
た
と
見
込
む
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
ま
た
六
左
衛
門
の
よ

う
な
い
わ
ば
後
発
的
本
百
姓
の
存
在
自
体
、
村
内
の
相
当
激
し
い
土
地
移
動
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
他
面
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
大
幅
な
持
高
減
少
と
な
っ
た
家
々
が
あ
る
。

寛
文
期
の
一
一
一
戸
の
う
ち
町
田
家
を
除
け
ば
、
す
べ
て
が
こ
の
減
少
例
に
該
当
す
る
。
町
田
家
に
順
ず
る
八

O
l
九
O
石
の
賓
請
高
で
あ
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っ
た
宮
島
家
(
小
兵
衛
)
や
新
井
家
(
弥
五
右
衛
門
)
は
と
も
に
一
一
一
石
台
ま
で
に
低
下
し
た
。
し
か
し
こ
の
両
家
も
ま
た
他
に
も
、
さ
ら
に



宮
下
家
に
お
い
て
も
、
町
田
家
と
同
様
に
明
和
ま
で
に
複
数
の
分
家
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。
持
高
に
お
け
る
集
積
と
散
逸
と
い
う
対
照
的
な
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差
違
の
一
方
で
、
分
家
創
出
1
同
族
形
成
と
い
う
共
通
の
動
態
を
示
し
た
家
々
は
多
い
。
こ
の
間
の
村
内
階
層
構
成
の
展
開
を
規
定
し
た
要

因
と
し
て
、
分
家
と
土
地
移
動
が
絡
み
合
い
な
が
ら
進
展
し
た
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
明
和
に
お
け
る
各
持
高
を
同
族
集
団
別
に
把
え
返
し
て
み
る
と
、
ま
ず
町
田
家
と
宮
下
家
に
つ
い
て
は
、
本
家
聞
の
持
高
格
差
に

対
応
す
る
よ
う
に
、
宮
下
家
の
分
家
の
方
が
格
段
に
低
い
。
ま
た
他
の
本
家
に
つ
い
て
は
大
半
の
場
合
、

一
一
一
|
一
七
石
台
で
、
宮
下
家
の

二
戸
の
分
家
の
水
準
に
ほ
ぼ
相
当
し
、
そ
の
分
家
と
な
る
と
さ
ら
に
低
位
で
、
こ
の
う
ち
に
は
五
石
台
以
下
も
多
い
。
本
分
家
集
団
を
当
地

で
い
う
マ
キ
と
呼
び
か
え
る
な
ら
ば
、
明
和
の
村
内
持
高
分
布
は
マ
キ
ご
と
に
概
ね
上
位
|
町
田
マ
キ
、
中
位
|
宮
下
マ
キ
、
そ
し
て
下
位

ー
そ
の
他
の
マ
キ
、
と
い
う
区
分
を
与
え
う
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
い
ず
れ
の
マ
キ
に
せ
よ
(
例
外
は
若
林
家
)
、
分
家
に
対
す
る
本
家
の

優
位
性
は
明
ら
か
で
、
上
中
下
位
の
各
内
部
持
高
構
成
は
み
な
本
家
を
頂
点
と
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
マ
キ
を
形
成
し
て
い

表-4家系譜別戸数と平均持高

戸 石
本 家 9 35.55 ( 12.5) 

分 家 2 3 16. 26 ( 5.44) 

孫分家 4 6.6 

一軒のみ 1 4 7.57 

議代判下 4 2. 96 

不 明 1 6 3.07 

7 0 

!t) 高請人のみを対象とした。

( ) 1;1:町Hl7 キを除外した場合。

な
い
高
請
人
を
含
め
て
み
る
と
(
表
|
4
)
、
「
一
軒
の
み
」

の
家
の
持
高
は
、
分
家
諸
家
よ

り
は
若
干
多
い
が
、
本
家
諸
家
の
水
準
に
は
達
し
て
い
な
い
と
い
う
傾
向
に
あ
る
。
全
体
と

し
て
本
家
統
制
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
同
族
的
村
内
編
成
が
、
少
な
く
と
も
持
高
構
成
に
お
い

て
か
な
り
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
に
概
観
し
た
明
和
ま
で
の
農
民
層
分
化
は
、
こ
う
し
て
、
上
層
集
団
の
形
成
に
し

ろ
下
層
集
団
の
形
成
に
し
ろ
農
民
1
家
に
よ
る
村
内
土
地
移
動
が
、
分
家
と
い
う
動
態
を
内

包
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
上
層
集
団
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
っ
た
町
田

マ
キ
の
存
在
は
、
農
民
層
分
化
を
も
た
ら
し
た
「
地
主
的
土
地
所
有
」
の
進
展
自
体
が
、
同



族
の
拡
大
と
い
う
一
定
の
展
望
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
す
ら
推
察
さ
せ
る
。
そ
れ
は
土
地
所
有
主
体
が
家
で
あ
る
こ
と
へ
の
注

意
を
改
め
て
促
す
も
の
が
あ
る
と
と
も
に
、
実
態
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
主
体
の
あ
り
方
が
、
さ
ら
に
村
落
と
い
う
家
関
係
の
枠
組
み
の
な

か
で
ど
う
展
開
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

同
族
と
村
落
再
編

明
和
検
地
が
本
百
姓
体
制
の
画
期
的
修
正
と
み
な
し
う
る
点
に
つ
い
て
は
先
に
ふ
れ
た
が
、
犬
塚
村
で
は
こ
れ
に
先
立
つ
宝
暦
七
年
(
一
七

五
七
)
に
、
構
成
戸
を
東
組
と
西
組
に
二
分
し
、
相
互
が
年
貢
請
負
単
位
と
し
て
独
立
す
る
と
い
う
組
切
り
を
行
っ
て
い
る
。
持
高
に
み
ら

れ
た
マ
キ
間
格
差
は
実
は
す
で
に
、
こ
の
組
切
り
を
経
た
結
果
と
し
て
は
、
新
た
な
二
つ
の
村
へ
の
「
分
裂
」
の
局
面
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。

こ
の
東
西
組
切
り
は
近
世
初
期
の
村
切
り
と
は
異
な
り
、
領
主
か
ら
で
は
な
く
村
内
の
要
求
に
基
づ
き
、
ま
た
地
域
区
画
l
村
境
を
明
確

に
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ニ
つ
に
振
り
分
け
ら
れ
た
家
々
の
各
持
高
を
組
別
に
合
算
し
、
こ
れ
を
各
組
高
と
し
て
固
定
化
す
る
と
い
う

近世村落における家と土地所有

属
人
主
義
的
な
村
高
再
編
に
よ
る
「
村
切
り
」
で
あ
る
。
こ
の
組
切
り
の
具
体
的
な
過
程
を
明
ら
か
に
で
き
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

結
果
か
ら
み
て
村
請
制
l
村
落
体
制
の
内
側
か
ら
の
再
編
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
明
和
検
地
は
大
塚
村
一
村
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
水
帳
も
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
記
載
形
式
は
寛
文
検
地
の
よ
う
に

人
別
に
名
請
地
が
列
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
字
地
別
に
一
筆
ご
と
に
面
積
、
分
米
、
高
請
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
各
筆
を
組
別
に
仕

分
け
る
よ
う
な
記
入
は
皆
無
で
あ
り
、
組
切
り
と
い
う
結
果
は
水
帳
末
尾
に
あ
る
東
西
の
各
組
高
の
書
上
げ
が
示
す
に
と
ど
ま
る
。
各
高
請
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人
の
持
分
は
相
互
に
混
在
錯
綜
し
て
お
り
、
こ
の
検
地
が
属
地
主
義
的
に
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
当
村
を
二
村
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
、
領



主
側
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
変
則
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
代
官
所
は
「
御
役
人
様
方
当
村
へ
御
出
被
下
置
・
:
村
方
万
事
和
談
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之
趣
御
尋
被
下
置
」
と
あ
る
が
、
特
別
の
干
渉
を
加
え
た
形
跡
は
み
ら
れ
ず
、
年
貢
皆
済
体
制
に
支
障
な
く
、
ま
た
村
方
の
紛
糾
さ
え
な
け

れ
ば
こ
れ
を
承
認
す
る
と
い
う
対
応
で
あ
っ
た
。
以
後
、
五
人
組
帳
、
名
寄
帳
そ
の
他
の
文
書
類
は
、
東
西
別
個
に
作
成
さ
れ
、
三
役
人
も

東
組
と
西
組
の
そ
れ
ぞ
れ
が
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
組
切
り
が
家
々
の
ど
の
よ
う
な
二
分
で
あ
っ
た
の
か
が
、
こ
こ
で

は
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
次
の
文
書
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
西
組
の
要
求
は
結
局
通
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
組
切
り
が

「
惣
百
姓
相
談
之
上
」
と
し
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も
「
万
事
和
談
之
趣
」
と
は
い
い
え
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
の
背
景
に
は
組
切
り
に
よ
る
東

西
各
村
高
の
著
し
い
不
均
衡
が
あ
る
こ
と
を
文
面
は
示
し
て
い
る
。

一
札
之
事

一
拾
弐
年
巳
前
宝
暦
七
丑
年
当
村
水
普
役
相
請
候
者
無
御
座
候
ニ
付
惣
百
姓
相
談
之
上
組
訳
奉
願
漸
組
切
ニ
落
着
致
只
今
迄
双
方
無
事

故
御
百
姓
相
勤
候
処
ニ
西
組
之
義
ハ
小
高
ニ
御
座
候
得
ハ
三
役
人
相
立
候
而
ハ
年
々
無
益
之
失
脚
等
も
相
懸
リ
候
ニ
付
此
度
地
押
御

改
詣
る
を
以
奉
願
此
末
何
卒
先
年
之
通
壱
組
-
一
罷
成
度
段
申
入
候
処
ニ
各
々
御
承
ニ
御
座
候
而
致
過
分
候
右
願
之
通
リ
被
仰
付
被
下

置
候
ハ
、
末
々
左
之
通
リ
相
懸
可
申
候

一
右
壱
組
ニ
而
ハ
大
郷
故
末
々
名
主
役
難
相
勤
義
筋
も
可
有
之
御
座
候
間
只
今
西
組
高
辻
三
百
十
何
石
之
分
ハ
左
之
人
別
之
内
ニ
而
組

頭
壱
人
相
立
諸
上
納
取
集
石
高
壱
人
ニ
而
所
持
致
候
趣
ニ
市
万
端
相
勤
可
申
候
段
致
承
知
候
尤
組
頭
給
何
程
弁
外
三
役
人
給
共
ニ
惣

高
割
ニ
可
致
事

一
夫
銭
割
其
外
諸
相
談
寄
合
等
之
節
も
大
勢
ニ
御
座
候
へ
ハ
右
組
頭
壱
人
罷
出
諸
相
談
相
究
候
ニ
而
左
之
人
別
ハ
右
大
組
頭
方
へ
寄
合



右
之
趣
承
り
可
申
候
右
組
頭
寄
合
へ
罷
出
候
而
相
談
得
心
之
上
相
究
リ
候
事
ハ
不
依
何
事
返
替
申
間
敷
候
事

(
後
略
)

(
西
組
三
役
人
、
惣
連
中
か
ら
東
組
三
役
人
、
頭
立
、
惣
百
姓
中
に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
。
た
だ
し
写
し
。
こ
れ
を
含
め
本
文
中
に
断
片
的
に
引
用
す

る
組
切
り
関
係
文
書
は
す
べ
て
町
岡
本
家
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
)

西
組
惣
高
辻
三
百
何
十
石
と
は
、
こ
の
文
書
の
差
出
人
西
組
惣
連
中
(
た
だ
し
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
の
は
高
請
人
の
み
)
の
各
請
高
の
合
計
に

ほ
か
な
ら
ず
、
残
る
近
世
期
を
通
じ
て
西
組
高
1
村
高
と
し
て
維
持
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
村
高
は
西
組
惣
連

中
の
各
持
高
の
合
計
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
に
一
村
と
し
て
展
開
し
た
農
民
層
分
化
を
事
実
上
前
提
に
し
て
い
る
。
東
西
両

組
の
持
高
構
成
は
後
掲
表
6
が
示
す
通
り
で
あ
る
が
、
家
々
の
二
分
と
し
て
は
、
持
高
で
上
位
の
町
田
マ
キ
は
東
組
に
、
中
位
の
宮
下
マ
キ

が
西
組
に
、
下
位
の
宮
島
、
新
井
の
各
マ
キ
は
西
組
、
島
田
、
小
山
の
各
マ
キ
は
東
組
に
そ
れ
ぞ
れ
再
編
さ
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
町
田

マ
キ
が
属
す
東
組
は
西
組
の
ほ
ぼ
二
一
倍
と
い
う
不
均
衡
な
村
高
分
割
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
西
組
惣
高
辻
が
「
小
高
ニ
御

座
候
」
と
は
、
西
組
側
の
村
高
の
明
瞭
な
相
対
的
低
位
性
を
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
文
面
に
あ
る
よ
う
に
こ
の
西
組
が
独
力
の
村

近世村落における家と土地所有

落
運
営
を
拒
ん
で
い
る
の
は
、
町
田
マ
キ
と
い
う
大
高
持
層
の
い
わ
ば
カ
サ
を
失
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
さ
し
あ
た
り
荷
重
負
担
と
な
っ

て
い
る
実
態
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
大
塚
村
は
地
域
的
に
概
ね
六
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
各
地
区
の
中
心
部
が
居
住
地
1
屋
敷
地
と
し
て
ほ
ぼ
三
つ
ず

つ
二
列
に
連
鎖
し
あ
っ
て
い
る
。
ま
た
各
地
区
居
住
地
に
は
マ
キ
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
状
態
は
二
列
の
う
ち
東
側
に
位
置
す
る
宿
、

南
、
久
新
河
原
に
そ
れ
ぞ
れ
町
田
(
宿
)
、
島
田
、
若
林
(
宿
l
南
)
、
小
山
(
久
新
河
原
)
の
各
マ
キ
が
、
西
側
の
新
町
、
大
北
、
北
島
に
は
そ
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れ
ぞ
れ
宮
下
(
新
町
)
、
宮
島
(
大
北
)
、
新
井
、
柳
沢
(
北
島
)
の
各
マ
キ
が
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
ご
軒
の
み
」
や
従
属
身



分
層
を
含
み
、

マ
キ
お
よ
び
家
々
は
地
区
別
の
近
隣
集
団
的
配
置
状
態
を
呈
し
て
い
る
。
組
切
り
は
こ
の
配
置
状
態
に
即
し
て
、
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マ
キ
お
よ

び
家
々
を
東
西
に
分
け
た
結
果
、
先
述
の
よ
う
な
主
要
マ
キ
の
編
成
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
例
外
が
宿
(
本
家
)
か

ら
北
島
に
出
た
町
田
家
の
二
番
目
の
分
家
(
明
和
で
二
三
石
余
)
で
あ
る
。
こ
の
分
家
は
西
組
に
で
は
な
く
東
組
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

も
と
も
と
分
家
が
他
地
区
に
創
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
当
村
で
は
例
外
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
で
も
な
お
、
組
切
り
が
マ
キ
結
合

を
前
提
な
い
し
踏
襲
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
の
は
無
意
味
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
町
田
マ
キ
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
マ
キ

4年)

その他
宮島 マ キ 寺社・村中

東 組 西組

石 石
17.854 11. 809 

4.879 15.934 

石
12.01 0.244 0.966 

石
1. 025 50.328 22. 196 6.878 

1. 508 19.923 27.286 0.558 

22.244 24.908 

10. 756 23. 778 40，565 

1. 976 4.839 7.668 

不
分
割
原
則
が
一
族
の
集
積
地
を
新
村
内
に
確
保
す
る
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
。

明
和
の
マ
キ
別
高
請
関
係
を
、
さ
ら
に
耕
地
を
も
含
め
た
地
区
区
分
に
基
づ

い
て
示
し
た
の
が
表
5
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
宿
、
南
、
久
新
河
原
で
は
大

半
が
町
田
マ
キ
の
持
分
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
新
町
、
大
北
、
北
島
で
は

む
し
ろ
こ
こ
に
居
住
地
を
お
く
宮
下
マ
キ
(
新
町
)
、
宮
島
マ
キ

(
北
島
)
、
そ

し
て
新
井
マ
キ
(
大
北
)
が
一
定
程
度
の
持
分
を
確
保
し
て
お
り
、
町
田
マ
キ

の
「
進
出
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
上
回
る
持
高
さ
え

示
し
て
い
る
。

一
体
に
町
田
マ
キ
の
土
地
集
積
は
全
地
区
に
及
ん
で
は
い
る
が

こ
れ
ら
新
町
、
北
島
、
大
北
で
は
そ
の
程
度
が
一
段
と
低
い
状
態
に
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
三
地
区
を
居
住
地
と
す
る
家
々
が
西
組
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

組
切
り
が
他
な
ら
ぬ
東
西
へ
と
い
う
分
離
形
態
を
と
っ
た
有
力
な
背
景
に
は
、

町
田
マ
キ
の
集
積
地
に
お
け
る
こ
う
し
た
地
区
間
差
異
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ



近世村落における家と土地所有

表 5地域別マキ別持高構成(明和

地 名 総 町田マキ 宮 下 7 キ 新井マキ

石 石 % 
宿 村 109.321 79. 658 ( 72. 9 ) 

南 村 74.897 43. 989 ( 58. 7 ) 

本江堰 106.76 79.692 ( 74. 9 ) 

石
久新河原 199.92 112.642 ( 56. 3 ) 6.851 

石
新 町 176.239 57.531 ( 32. 6) 662.379 7.053 

::lt 島 124.692 45. 965 ( 36. 9 ) 15.589 15.986 
大 北 116.959 9. 313 ( 8.0) 6. 702 25.825 
そのイ也 52. 146 34.719 ( 66. 0 ) 2.397 O. 547 

る
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
家
々
の
二
分
の
基
準
は
町
田
マ
キ
の
所
有
実

態
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
組
切
り
の
主
導
的
位
置
に
あ
っ
た
の

が
、
町
田
マ
キ
と
り
わ
け
そ
の
本
家
と
み
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

組
切
り
に
よ
り
村
高
が
縮
少
し
た
結
果
、
町
田
マ
キ
の
新
村
高
に
対
す
る
占

有
率
は
逆
に
七
割
以
上
ま
で
増
大
し
た
。
当
家
一
族
の
集
積
地
に
立
脚
し
た
村

内
有
力
マ
キ
と
し
て
の
地
位
は
、
村
請
高
の
分
割
1
縮
少
に
よ
る
村
落
の
再
編

を
通
じ
て
、
格
段
に
強
化
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
村
落

と
い
っ
て
も
、
そ
の
貢
納
単
位
と
し
て
の
側
面
が
問
題
で
あ
る
。
年
貢
村
請
制

と
い
う
近
世
村
落
体
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
貢
納
単
位
と
し
て
の
東
西
両
組

の
分
立
は
、
相
互
を
制
度
的
に
他
村
関
係
に
再
編
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
村

落
の
内
的
運
営
体
制
を
も
別
個
の
も
の
と
す
る
。
西
組
側
が
村
方
諸
負
担
に
耐

え
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
一
村
再
統
一
化
要
求
を
出
し
た
の
も
、
こ
の
意
味
で

の
村
落
と
し
て
の
自
立
を
拒
ん
だ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
結
局
は
西
組
の
要
求
が
通
ら
な
か
っ
た
面
を
把
え
る
な
ら
ば
、
組
切
り
と

は
「
和
談
」

の
所
産
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
町
田
マ
キ
が
そ
の
本
家
を
頂
点
と
す

る
支
配
・
統
合
の
村
落
的
基
盤
を
、
西
組
と
い
う
新
村
を
分
立
さ
せ
る
(
切
捨
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て
る
)
こ
と
に
よ
り
、
再
編
・
強
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き



る
。
ま
た
こ
れ
に
際
し
町
田
家
は
、
元
来
幕
藩
権
力
に
よ
り
外
的
に
与
え
ら
れ
た
村
落
制
度
を
逆
に
手
段
化
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(m) 

近
世
中
期
を
経
た
農
村
で
は
、
領
主
側
の
対
応
を
も
背
景
と
し
て
、
年
貢
村
請
制
の
実
態
面
に
お
け
る
多
様
な
複
雑
化
が
あ
っ
た
と
考
え
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ら
れ
る
。
こ
の
組
切
り
も
例
外
と
は
恩
わ
れ
な
い
。
そ
の
場
合
こ
の
複
雑
化
は
農
民
が
本
百
姓
・
年
貢
負
担
者
で
あ
り
な
が
ら
も
、
む
し
ろ

そ
れ
以
上
に
土
地
所
有
に
立
脚
し
た
利
害
を
主
体
的
に
追
求
す
る
発
展
方
向
に
あ
る
段
階
で
生
じ
て
い
る
こ
と
が
無
視
で
き
な
い
。
組
切
り

の
前
提
に
一
定
の
農
民
層
分
化
過
程
の
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
端
的
な
現
わ
れ
で
あ
る
。
村
内
の
最
も
有
力
な
土
地
所
有
者
が
そ
の
所
有
実
態

に
即
し
て
、
農
民
身
分
に
お
い
て
村
請
体
制
を
再
編
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
で
は
こ
う
し
た
村
落
再
編
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、
そ

の
実
力
の
基
盤
が
村
内
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
組
切
り
は
近
世
村
落
体
制
の
枠
内
で
の
個
別
村
の
内
的
再
編
に
す
ぎ
な
い
。

当
家
に
お
け
る
「
地
主
的
土
地
所
有
」

の
進
展
が
、
同
族
的
村
内
勢
力
の
拡
大
に
帰
結
す
る
マ
キ
形
成
・
拡
大
と
絡
ん
で
い
た
の
も
、
そ
の

土
地
所
有
が
も
と
も
と
村
落
支
配
と
い
う
展
望
下
に
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
西

組
と
い
う
新
村
を
切
り
離
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
町
田
家
の
い
わ
ば
同
族
的
地
主
的
発
展
の
順
調
な
展
開
方
向
に
お
い
て
で
は
な
く
、
こ
の

発
展
の
基
盤
と
し
た
村
落
体
制
自
体
が
当
家
に
と
っ
て
む
し
ろ
発
展
の
阻
止
的
な
要
因
と
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い

て
組
切
り
の
、
有
力
村
内
地
主
に
よ
る
反
動
的
村
落
再
編
と
い
う
別
の
側
面
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

四

分
家
の
諸
形
態

明
和
検
地
か
ら
ニ

O
年
程
を
経
た
天
明
末
期
に
、
東
組
で
は
村
落
運
営
の
最
高
位
に
あ
り
、
か
つ
藩
公
認
の
頭
立
役
三
名
が
代
官
所
か
ら

上
層
諸
家
の
動
揺



詮
議
を
受
け
る
。
天
明
五
年
(
一
七
八
五
)
以
来
、
潰
同
様
の
扱
い
(
御
手
入
被
成
下
置
重
キ
御
厚
米
頂
戴
仕
候
)
に
あ
る
の
に
「
三
人
先
年
之

通
頭
立
役
相
勤
候
義
如
何
之
訳
」
が
問
い
質
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
一
一
人
と
は
町
田
本
家
と
第
て
第
三
の
分
家
で
あ
る
。
第
二
の
分
家

は
明
和
以
降
、
村
外
他
出
(
武
家
奉
公
)
し
、

一

が
、
参
考
の
た
め
判
明
し
う
る
明
治
初
期
に
つ
い
て
い
う
と
、
五
O
石
以
上
が
隣
村
諸
家
へ
、
四
五
石
余
が
西
組
へ
、
そ
し
て
東
組
内
に
は

二
五
石
余
が
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
う
ち
町
田
家
に
は
ニ
家
(
別
の
分
家
)
に
よ
る
一
一
石
弱
が
買
戻
(
?
)
さ
れ
て
い
る
の
み
で

あ
る
。さ

て
こ
の
分
家
の
村
外
他
出
も
含
め
て
、
組
切
り
後
一
世
代
も
経
な
い
う
ち
に
町
田
マ
キ
は
内
部
の
動
揺
を
顕
に
す
る
が
、
事
は
村
内
で

圧
倒
的
優
位
を
占
め
る
一
族
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
た
め
、
東
組
全
体
の
動
揺
に
通
じ
る
。
詮
議
に
お
け
る
町
田
本
家
に
よ
る
次
の
返
答
文

が
、
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
る
(
文
中
の
市
郎
左
衛
門
が
町
岡
本
家
で
あ
る
)
。

此
段
市
郎
左
衛
門
所
持
之
御
本
国
高
百
六
拾
人
石
余
御
座
候
処
数
年
御
拝
借
他
借
金
多
利
負
ニ
罷
成
身
上
行
立
兼
難
渋
至
極
ニ
奉
存
安

近世村落における家と土地所有

永
七
民
年
先
御
支
配
様
江
奉
願
候
処
御
情
を
以
拝
借
金
壱
割
五
分
利
下
ヶ
年
賦
ニ
ヒ
成
下
其
外
他
借
之
義
ハ
建
家
長
家
酒
造
一
巻
相
払

夫
々
申
詫
仕
質
地
年
賦
金
等
ニ
而
相
片
付
右
御
拝
借
年
賦
引
当
之
御
団
地
所
持
仕
御
上
納
出
精
仕
候
内
天
明
三
列
年
一
統
之
凶
作
困
窮

ニ
付
未
進
莫
太
ニ
御
座
候
市
御
拝
借
年
賦
御
上
納
茂
仕
兼
取
続
難
仕
難
渋
至
極
仕
候
ニ
付
奉
願
候
処
重
々
之
御
慈
悲
を
以
御
手
入
ヒ
成

下
置
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候

(
中
略
)

-
:
一
一
駄
当
村
之
儀
者
薄
地
ニ
御
座
候
上
人
少
之
村
方
ニ
而
御
田
地
余
リ
ニ
罷
成
候
故
大
高
所
持
仕
候
市
茂
他
村
江
入
作
ニ
付
未
進
等
莫
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太
ニ
御
座
候
故
年
々
引
負
ニ
罷
成
右
大
高
所
持
仕
候
者
共
御
田
地
村
役
元
江
差
出
シ
相
潰
候
得
ハ
一
村
借
潰
ニ
罷
成
候
義
一
村
之
御
救



ヒ
成
下
置
候
・
・
・

(
後
略
)
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本
家
の
持
高
は
明
和
検
地
当
時
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
(
二
戸
の
分
家
も
同
様
)
。
し
か
し
そ
の
内
実
は
多
様
な
意
味
で
大
高
持
の

実
質
を
失
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
要
因
に
関
し
、
さ
し
あ
た
り
組
切
り
と
の
関
連
で
次
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち

西
組
の
二
倍
の
村
高
と
な
っ
た
東
組
に
お
い
て
は
、
村
内
労
働
力
だ
け
で
は
手
余
り
地
が
生
じ
、
耕
作
を
村
外
小
作
人
に
も
依
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
「
未
進
等
莫
太
」
と
い
う
地
主
側
の
不
利
を
発
生
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

一
般
に
村
方
地
主
の
特
権
的
有

利
性
は
応
々
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
小
作
料
収
取
に
お
け
る
村
外
地
主
の
相
対
的
不
利
性
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
年
貢
の
一
村
完
納
が
要
求
さ
れ
る
場
合
|
と
り
わ
け
天
明
の
凶
作
と
い
う
時
期
的
背
景
が
あ
る
l
、
小
作
人
は
村
内

に
自
作
地
が
あ
れ
ば
こ
ち
ら
の
分
を
、
あ
る
い
は
小
作
人
は
村
外
地
主
よ
り
も
村
内
地
主
の
方
に
優
先
的
に
収
め
れ
る
と
い
う
村
内
秩
序
の

一
般
的
傾
向
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
町
田
家
の
所
有
地
が
西
組
居
住
地
区
に
及
ん
で
い
る
状
態
に
よ
り
、
小
作
関
係
が
西
組
構
成
員
と
の
聞
に
成
立
し
て
い

る
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
の
村
内
小
作
関
係
を
入
小
作
関
係
へ
と
転
換
し
た
組
切
り
こ
そ
、
町
田
家
に
お
け
る
村
外
地
主
の
不
利
性
を

創
出
し
た
要
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と
組
切
り
が
立
脚
し
た
持
高
と
は
土
地
所
有
関
係
の
一
表
現
に
す
ぎ
ず
、
組
切
り

は
こ
の
関
係
の
実
体
的
一
側
面
を
な
す
地
主
小
作
関
係
の
再
編
に
ま
で
は
及
び
え
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
の
背
景
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
未
進
等
莫
太
」
は
、
年
貢
村
請
制
が
地
主
小
作
関
係
の
村
域
外
展
開
に
対
し
制
約
的
要
因
と
し
て
作
用
す
る
面
を
表
わ
し
て
お
り
、

町
田
家
に
即
し
て
み
れ
ば
、
組
切
り
に
お
い
て
自
ら
手
段
化
し
た
こ
の
制
度
に
、

の
ち
に
不
利
な
逆
規
定
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。



町
田
マ
キ
の
一
定
の
破
綻
に
つ
い
て
は
な
お
そ
の
他
の
要
因
も
含
め
て
そ
れ
自
体
の
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
入
る

ゆ
と
り
が
な
い
。
た
だ
そ
の
影
響
が
実
際
に
ご
村
借
潰
」
に
近
い
か
た
ち
で
現
わ
れ
た
こ
と
は
、
文
化
九
年
「
当
村
之
義
前
々
大
高
所
持

仕
候
者
潰
ニ
罷
成
連
々
困
窮
仕
候
上
去
ル
己
春
中
伊
惣
治
〈
島
岡
本
家
)
潰
ニ
相
成
尚
文
外
六
人
之
者
一
同
同
年
呉
ニ
潰
申
出
」
と
い
う
事

態
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
村
内
高
請
関
係
の
著
し
い
不
均
衡
の
も
と
で
の
大
高
持
層
の
潰
れ
が
、
村
方
負
担
を
極
度
に
荷
重
に
し
て
い
る
と

い
う
意
味
で
は
、
こ
こ
に
も
組
切
り
の
東
組
側
に
と
っ
て
の
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
西
組
に
お
い
て
も
宮

下
本
家
の
持
高
が
、
文
化
末
に
は
二
ハ
石
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
明
和
で
当
家
に
次
い
だ
伊
藤

(
I
)
家
(
明
和
二
三
石
弱
)
も
同
時
期
に
は

人
石
台
で
あ
る
。
宮
下
家
は
文
化
前
期
に
分
家
を
行
い
、
相
当
な
持
高
分
割
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
(
文
化
末
に
新
分
家
は
一
人
石
)
、

こ
の
分
家
に
は
請
高
負
担
の
軽
減
と
い
う
意
義
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
体
に
、
持
高
は
所
有
関
係
の
表
現
形
態
で
あ
る
他
面
で
は

封
建
貢
租
負
担
関
係
の
表
現
形
態
で
も
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
が
優
位
に
作
用
す
る
か
は
そ
の
時
々
の
村
方
の
諸
事
情
|
藩
政
の
あ
り
方
も
|

に
よ
り
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
断
定
的
な
言
い
方
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ほ
ぼ
文
化
期
頃
ま
で
の
大
塚
村
で
は
、
持
高

の
多
い
さ
が
個
別
経
営
の
安
定
的
発
展
の
基
盤
と
な
り
え
る
実
態
を
把
え
る
こ
と
は
少
く
と
も
既
成
の
有
力
家
に
つ
い
て
は
難
し
い
。

近世村落における家と土地所有

一
方
、
西
組
で
み
る
限
り
ち
ょ
う
ど
同
じ
文
化
末
頃
に
、
新
た
な
農
民
層
分
化
の
傾
向
が
明
瞭
に
な
る
(
表
6
)
。
後
年
さ
ら
に
土
地
を

集
積
す
る
宮
下
家
の
分
家
(
宝
暦
の
分
家
)
が
、
本
家
を
し
の
ぐ
二
七
石
余
を
示
し
西
組
最
高
位
を
占
め
る
。
東
西
両
組
を
通
じ
明
和
と
嘉

永
の
上
位
一

O
戸
を
比
較
す
る
と
(
表
7
)
、
明
和
の
一

O
戸
は
嘉
永
に
は
こ
と
ご
と
く
大
幅
な
持
高
減
少
に
帰
結
し
て
い
る
。
上
位
一

O

戸
は
町
田
本
家
を
除
い
て
、
嘉
永
に
は
す
べ
て
入
替
っ
た
。
こ
れ
に
伴
う
よ
う
に
、
明
和
で
は
皆
無
で
あ
っ
た
入
作
高
が
東
組
約
五

O
石

(
内
東
組
か
ら
の
出
作
高
ニ
石
二
名
)
、
東
組
で
は
約
二

O
O石
(
内
西
組
か
ら
の
出
作
高
一
一
一
一
一
石
余
五
名
)
に
増
加
し
た
。
こ
の
よ
う
な
入
作
高
の
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増
加
傾
向
は
少
く
と
も
土
地
所
有
関
係
が
(
加
え
て
耕
作
実
態
も
)
村
域
を
越
え
て
進
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



表-6大塚村東西両組の持高階層構成の推移

東組 西 組 東 組
持高階層

明和4年 文化期末 嘉永5年 嘉永5年明和4年 元治2年

100石以上 2 

70-100 

50-70 1 2 

30-50 2 

25-30 1 2 

20-25 1 

15-20 3 3 

10-15 2 7 4 4 3 6 

5-10 

1- 5 
l!r5，ぢ

19 ~91.7 

1未満 15 15 

34 36 44 52 60 38 
合計 石 石 石 石 石 石

持高 628.27 296.12 259.34 246.83 237.35 428.339 

無高人 * * 17 15 11 16 

注) 明和4年については無高人人数は不明，寺院は除く。

持高上位10戸の推移(明和~嘉永)

明和6年 嘉永5年 減少率 嘉永5年の上位10戸 嘉永5年 (明和6年)

石 石 9ぢ 石 石
170.488 67.654 660.3 大之助 町田 1(本) 東 67.654 (170.488) 

131.418 2 重左衛門 町田11(本) " 63.414 ( 11.958) 

80.97 12.643 684.4 3 藤吉 宮下 (分) 西 45.373 ( 13.879) 

61.98 13.688 ム77.9 4 小林義一 小林 (ー〉 東 32.831 ( 5.437) 

56.018 0.236 699.6 5 慶左衛門 小山 (分) " 30.019 ( 6.392) 

25.623 14.444 643.6 6 1メ声ヨ =Eとコ 伊藤rr(ー) 西 29.164 I ( 
22.824 0.262 698.9 7 永助 町田 1(分分)東 28.248 

17.129 1.354 692.1 8 弥五左衛門 若林 (分) " 24.393 ( 8.025) 

17.062 1.760 ゐ89.6 9 重三郎 新井 (本) 西 20.704 ( 12.74 ) 

16.916 0.555 696.7 10 忠左衛門 清水 (一) 東 19.019 ( 6.958) 
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嘉
永
の
六
位
伊
藤

(E)
家
は
安
永
八
年
(
一
七
七
九
)
隣
村
小
島
聞
か
ら
の

村
外
分
家
と
し
て
西
組
の
新
町
に
居
住
し
た
。
村
外
分
家
の
事
例
は
希
有
と
は

い
え
、
入
作
高
が
増
加
傾
向
を
示
す
段
階
で
は
、
分
家
が
既
成
村
落
構
成
員
の

拡
大
(
村
内
分
家
)
と
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
村
外
所
有
地
に
依
拠
し
た
村

外
分
家
と
し
て
も
行
わ
れ
う
る
こ
と
を
、
こ
の
事
例
は
示
し
て
い
る
。

一
方
他

の
嘉
永
の
上
位
諸
家
は
、
大
半
が
分
家
あ
る
い
は
マ
キ
を
形
成
し
て
い
な
い
家

々
で
あ
る
。
か
つ
て
の
マ
キ
間
格
差
や
本
家
の
優
位
性
は
、
こ
こ
で
は
も
は
や

基
本
的
に
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
分
家
創
設
あ
る

表-7

明平日6年の上位10戸

1

2

3

4

5

6

7

8

9

m

 

(本)東

(分)

(分)

(本)西

(分)東

(分)

(一)西

(本)東

(本)

(本)

町田 I

宮下

町田 I

伊藤 I

小山

島田

塩島

市郎左衛門

金 三郎

半 治郎

六左衛門

小右衛門

与惣兵衛

惣右衛門

弥八

忠右衛門

甚 助

(2) 

分
家
の
諸
類
型

い
は
分
家
の
意
義
自
体
に
も
新
た
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
項
を
替
え
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

注) 明和 6年「地押改帳」嘉永5年

「惣高名寄帳」より作成。

』
天
明
期
に
詮
議
を
受
け
た
東
組
の
頭
立
役
に
つ
い
て
は
、
弘
化
四
年
(
一
八
四
五
)
に
も
、
今
度
は
村
内
で
粉
糾
が
生
じ
る
。
こ
の
時
頭

立
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
の
は
町
岡
本
家
と
町
田

(E)
家
そ
し
て
小
山
分
家
で
、
持
高
(
嘉
永
)
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
東
組
の
最
上

近断捕に制する家と土地所有

位
と
二
位
、
四
位
(
表
7
参
照
)
を
占
め
る
家
々
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
町
田
家
に
よ
る
独
占
体
制
が
崩
れ
、
土
地
を
散
逸
し
た
当
家
の
分
家

ニ
戸
が
入
替
っ
て
い
る
。
頭
立
役
の
資
格
が
概
ね
持
高
の
大
き
さ
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
村
内
の
紛
糾
と
は
こ
の
三
戸

に
提
出
さ
れ
る
な
か
で
発
生
す
る
。

に
加
え
「
当
村
頭
立
役
人
少
ニ
付
・
:
長
百
姓
小
林
義
一
重
立
弥
左
衛
門
同
断
直
右
衛
門
右
三
人
之
者
新
頭
立
役
為
相
勤
申
度
」
旨
が
代
官
所

新
頭
立
候
補
の
小
林
家
は
嘉
永
に
東
組
で
三
位
の
持
高
の
家
で
、
町
田
本
家
以
外
の
頭
立
一
一
一
戸
と
同
様
に
、
幕
末
に
か
け
て
持
高
増
加
を
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示
し
た
家
で
あ
る
。
も
っ
と
も
小
林
家
も
寛
文
期
に
は
四

O
石
(
安
之
丞
)
を
名
請
し
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「
新
興
」
と
は
規
定
し
難

ぃ
。
し
か
し
ま
た
他
面
で
は
小
林
家
は
近
世
期
を
通
じ
て
分
家
を
行
っ
て
お
ら
ず
明
和
で
は
五
石
台
、
ま
た
小
山
家
も
同
時
期
六
石
台
で
本
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家
一
七
石
よ
り
下
位
に
あ
り
、
町
田

(E)
家
も
当
時
は
一
一
一
石
台
、
分
家
は
文
政
以
降
の
一
戸
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
系
譜
上
は
と

も
か
く
も
、
い
ず
れ
も
明
和
期
の
同
族
的
村
内
秩
序
の
間
隙
を
ぬ
う
よ
う
に
頭
角
を
見
わ
し
た
幕
末
期
の
新
勢
力
と
み
な
し
う
る
家
々
で
あ

る

一
方
残
る
一
一
一
戸
の
新
頭
立
候
補
は
先
の
天
明
期
に
詮
議
を
受
け
た
町
田
家
の
第
三
の
分
家
(
弥
左
衛
門
)
と
宝
暦
の
第
四
の
分
家
(
直
右

衛
門
)
で
あ
る
が
、
紛
糾
は
こ
の
う
ち
の
直
右
衛
門
を
、
町
田
家
の
文
化
期
の
第
五
の
分
家
と
弥
左
衛
門
か
ら
寛
政
期
に
分
出
さ
れ
た
与
惣

治
(
本
家
か
ら
み
れ
ば
い
わ
ゆ
る
孫
分
家
)
が
否
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
展
開
す
る
。
特
に
与
惣
治
の
反
対
は
執
劫
で
あ
り
幾
度
に
も

及
ぶ
当
事
者
、
村
役
人
そ
し
て
代
官
所
聞
の
書
状
交
換
が
行
わ
れ
る
。
町
田
家
の
こ
れ
ら
分
家
の
持
高
(
嘉
永
)
は
反
対
者
の
与
惣
治
(
嘉

永
に
は
永
助
)
が
二
人
石
余
で
最
も
高
く
、
他
は
第
五
の
分
家
二
ニ
石
、
ま
た
候
補
の
弥
左
衛
門
二
一
・
六
石
余
そ
し
て
直
右
衛
門
一
四
石

と
な
っ
て
い
る
。
頭
立
役
の
資
格
に
持
高
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
は
与
惣
治
こ
そ
新
頭
立
候
補
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
関
係
諸
家
の
細
部
の
利
害
実
態
に
は
立
入
ら
な
い
が
、
こ
の
紛
糾
の
基
本
的
性
格
と
し
て
、
本
家
の
優
位
性
な
い
し
は
統
制
力

が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
逆
に
新
分
家
が
旧
分
家
を
公
然
と
批
判
す
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
総
じ
て
町
田
マ
キ
内
部
の
粉
糾

と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
村
内
の
旧
勢
力
に
お
い
て
、
そ
の
同
族
的
支
配
の
特
質
が
内
側
か
ら
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と

い
え
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
は
、
こ
の
一
件
で
反
対
さ
れ
た
直
右
衛
門
自
身
が
天
保
期
に
、
本
家
と
の
金
銭
争
い
を
昂
じ
奉
行
所
へ
吟
味
歎

願
書
を
出
す
と
い
う
別
件
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
本
家
へ
向
け
る
批
判
の
一
項
目
に
は
、
本
家
も
ま
た
一
定
の
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ

る
こ
と
が
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
家
は
コ
一
男
与
三
郎
別
家
可
為
仕
源
太
夫
勇
左
衛
門
民
治
等
内
談
仕
」
あ
る
い
は
「
御
他
領
親
類

共
内
談
仕
」

一
方
で
「
別
家
旧
親
江
者
柳
モ
申
談
茂
不
仕
」
と
あ
り
、
源
太
夫
他
二
名
は
他
村
の
親
類
で
あ
る
か
ら
、
本
家
自
ら
が
村
内
マ



キ
関
係
を
脱
脚
し
て
い
く
方
向
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
家
聞
の
関
係
に
お
い
て
、
タ
テ
の
村
内
・
同
族
関
係
か
ら
村
域
を
越
え
た
ヨ
コ
の

(ロ)

親
類
関
係
へ
と
い
う
重
点
移
動
が
あ
る
。
こ
の
実
態
は
伊
惣
治
の
行
動
も
含
め
て
、
村
内
土
地
所
有
を
基
盤
と
し
た
マ
キ
の
共
同
利
害
が
、

こ
の
基
盤
自
体
の
動
揺
を
通
じ
、
よ
り
個
別
的
な
利
害
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
近
世
末
に
か
け
て
の
マ
キ
が
一
律
に
こ
の
よ
う
な
展
開
を
辿
る
と
は
い
え
な
い
。
東
西
両
組
を
比
べ
る
と

(表
B
)
、
東
組
で
は

分
家
創
出
が
停
滞
し
て
い
る
の
に
対
し
、
西
組
で
は
こ
れ
が
む
し
ろ
活
発
に
行
わ
れ
、
東
組
と
は
対
照
的
に
マ
キ
の
拡
大
が
こ
の
時
期
の
特

徴
と
す
ら
い
い
う
る
。
そ
の
場
合
、
分
家
創
設
は
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
。

-
:
邦
人
郎
弟
和
十
郎
今
般
勝
手
を
以
妻
子
召
連
兄
知
人
郎
居
屋
敷
地
之
内
家
作
仕
同
組
之
内
江
別
家
為
仕
卯
八
郎
請
合
判
一
一
罷
在
度
組

合
熟
談
之
上
奉
願
失
尤
御
製
禁
之
御
高
訳
ホ
決
市
不
仕
失
・
.. 

も
と
も
と
村
内
は
、
各
自
の
印
判
を
持
つ
頭
判
(
帳
頭
)
と
こ
の
請
合
判
の
も
と
に
統
括
さ
れ
る
判
下
(
帳
下
ほ
か
)
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ

て
お
り
、
判
下
は
さ
ら
に
頭
判
の
血
縁
分
家
と
非
血
縁
の
譜
代
従
属
農
民
と
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
判
下
分
家
は
一
般
的
に
新
分
家
の

村
内
に
お
け
る
初
期
的
地
位
で
あ
る
が
、

の
ち
に
あ
る
程
度
の
高
請
人
に
な
る
(
事
実
上
は
分
地

1
高
訳
分
を
含
む
も
の
が
多
い
)
こ
と
に
よ
り

近世村落における家と土地所有

頭
判
へ
と
昇
格
す
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
地
位
の
決
定
は
各
家
の
任
意
で
は
な
く
五
人
組
の
「
熟
談
之
上
」
で
決
定
さ
れ
る
。

な
お
五
人
組
は
、
こ
の
時
期
に
は
頭
判
の
戸
数
だ
け
を
と
っ
て
も
五
軒
単
位
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
さ
ら
に
分
家
に
よ
る
判
下
の

増
加
に
よ
り
、
世
帯
数
が
三

O
戸
以
上
に
及
ぶ
組
合
も
あ
る
。

そ
こ
で
こ
う
し
た
村
内
編
成
を
東
西
両
組
問
で
比
較
す
る
と
、
東
組
で
は
頭
判
数
二
四
戸
が
固
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
(
慶
応
も
同
母

の
に
対
し
、
西
組
で
は
こ
の
増
加
の
一
方
、
非
血
縁
判
下
の
昇
格
も
よ
り
顕
著
な
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
非
血
縁
判
下
に
独
自
的
な
傾
向
と
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し
て
は
東
西
両
組
と
も
に
昇
格
が
遂
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
消
滅
す
る
ケ
!
ス
が
少
な
く
な
い
。
東
組
で
は
こ
れ
に
よ
り
村
内
戸
数
が
明
ら
か



非血縁従属農民戸数の動向

西組 寛政11(1799)年 安政 2(1855)年

五人組名
家系

非判下血戸統数 非判下血戸統数 非自立血戸統数戸数(内判下) 戸数(内判下)

新町山 宮下 4 (1) 2 6 (1l 

伊藤田 2 

大 北 宮島 2 3 2 

松川 2 (I) 4 (2) 

新井 3 5 (3) 2 

宮下 2 

蟻川

北 島 伊藤山

新井 4 9 7 (1l 5 2 

宮島 6 (5) 1 7 (5) 

大久保

安倍 3 2 (1l 2 

清水 1 

柳沢 3 (1l 4 (4) 

新町(11) 片山 1 

味岡 2 

丸山 2 

A 2 (1) 3 

不 明

35 (9) 28 48(15) 14 5 
」一一-v一一ーJ v 

， 

63 (26) 67 (38) 

に
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
西
組
で
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は
昇
格
コ

l
ス
も
ま
た
存
在
す
る
と

と
も
に
、
判
下
に
お
け
る
こ
の
非
血

縁
従
属
戸
と
分
家
の
境
堺
線
が
希
薄

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
幕
末
期

の
特
徴
で
あ
る
。
続
い
て
昇
格
コ

l

ス
の
例
を
判
下
分
家
の
昇
格
例
と
と

も
に
次
に
あ
げ
て
お
く
。

て
当
村
重
三
郎
別
家
弥
十
郎

義
去
ル
二
十
六
ヶ
年
以
前

寅
年
別
家
仕
追
々
出
精
仕

当
節
御
高
五
石
九
斗
四
升

余
所
持
仕
失
ニ
付
帳
頭
組

合
和
談
之
上
判
を
以
同
組

之
末
江
頭
名
ニ
罷
出
:
・

て
同
人
帳
下
藤
作
当
時
御
高

九
石
六
斗
余
所
持
仕
突



近世村落における家と土地所有

表-8組別家系別の戸数および

東組 文化 9(1812)年 嘉永6(1853)年

五人組名
家系

非判下血戸統数 判非下血戸統数 非自立血戸統数戸数(内半Ij下) 戸数(内判下)

宿 町田 4 (1) 18 4 12 

塩島 2 (1) l 2 (1) 1 

宿 南 若林 4 (2) 4 4 (2) 3 
町田nI) 1 2 (1) 

南 島田 8 (5) 1 6 (3) 

堀口 1 
市川 1 

久新河原 町田(ill) 1 
小山(1) 6 (2) 3 3 (1) 2 

小山田 2 (1) 

小林(I) 2 (1) 1 2 (1) 1 

宿 中 町田(I) 2 2 

中島 1 
島田

小林(II)

36(12) 30 33(10) 20 1 
e ヨ 言十 '----v-一一J

、
v 

J 

66 (24) 54 (24) 

付
幌
頭
組
合
和
談
之
上
新

判
を
以
同
組
之
末
江
頭
名

ニ
罷
出
:
・

藤
作
家
は
新
井
本
家
の
無
高
判
下

「宗門人別御改御書上帳Jr五人組軒別人別御寄上帳」より作成。

で
あ
っ
た
が
、
父
政
五
郎
の
代
に
は

四
石
以
上
の
質
地
を
入
手
(
文
化
六

年
賀
入
)
し
、
さ
ら
に
藤
作
の
代
で

も
順
調
に
所
有
地
を
拡
大
す
る
こ
と

に
よ
り
九
石
台
、
慶
応
に
は
一
一
石

近
く
に
ま
で
な
る
。
い
ず
れ
も
居
宅

周
辺
に
回
畑
が
集
中
し
て
お
り
(
地

番
で
三
ニ
O
|四
O
番
台
で
二
筆
〉
、

中
堅
的
な
農
民
1
百
姓
と
し
て
の
発

展
を
遂
げ
た
結
果
、
頭
判
の
分
家
弥

十
郎
を
上
回
る
持
高
に
な
っ
た
。
西

組
の
非
血
縁
判
下
の
昇
格
コ

l
ス
は
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注)

共
通
し
て
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
を
示



し
て
い
る
。

一
方
血
縁
分
家
と
い
っ
て
も
近
世
末
に
な
る
ほ
ど
分
地
高
は
減
少
し
、
無
高
分
家
も
目
立
っ
て
く
る
。
弘
化
に
初
見
の
借
屋
と
い
う
判
下
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肩
書
は
西
組
に
お
い
て
す
べ
て
こ
の
無
高
分
家
に
付
さ
れ
て
い
る
(
慶
応
で
は
八
一
戸
)
、
同
じ
く
借
屋
と
い
っ
て
も
東
組
で
は
潰
後
在
村
し
て

い
る
家
に
一
例
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
借
屋
と
い
う
地
位
名
称
自
体
は
事
態
の
表
面
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
無
高
分

家
の
広
範
化
が
西
組
側
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
寛
政
か
ら
嘉
永
ま
で
に
四
戸
の
分
家
を
行
っ
た
新
井
家
(
寛
文
以
前
の
分
家
六
之
丞
か
ら
貞

享
に
出
た
分
家
、
五
人
組
は
大
北
組
)
を
み
る
と
、
寛
政
の
二
戸
目
の
分
家
に
は
田
畑
四
・
六
七
石
が
高
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
天
保
の
二
戸
目

は
一
石
程
度
の
高
訳
そ
し
て
三
・
四
戸
目
は
無
高
で
借
匡
肩
書
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
他
家
と
の
若
干
の
土
地
移
動
を
含
む
が
、
明
和
で

一
四
石
余
の
こ
の
新
井
家
は
、
四
戸
の
分
家
を
経
た
嘉
永
に
は
本
家
一

0
・
二
石
と
各
分
家
が
旧
い
方
か
ら
三
・
六
人
石
、

0
・
九
六
石
そ

し
て
無
高
二
戸
と
持
高
細
分
化
が
あ
っ
た
。
分
家
創
出
が
高
請
人
の
増
加
と
村
内
持
高
構
成
に
お
け
る
底
辺
の
拡
大
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
分
家
盛
行
の
半
面
で
、
新
井
家
の
寛
政
に
み
る
三
戸
の
非
血
縁
判
下
は
二
戸
が
文
政
に
挙
家
離
村
、

一
戸
が
相
続

人
が
な
く
残
る
一
人
(
女
)
の
死
去
に
よ
り
嘉
永
に
消
滅
、

そ
し
て
二
戸
だ
け
が
一
・
二
石
余
(
嘉
永
)
で
依
然
判
下
(
帳
下
)

の
地
位
に
あ

る
。
判
下
世
帯
の
再
生
産
は
縮
少
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

一
方
血
縁
分
家
は
そ
れ
に
よ
る
西
組
戸
数
の
減
少
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に

創
出
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
こ
に
本
家
(
頭
判
)
経
営
を
支
え
る
労
働
力
が
従
属
戸
に
か
わ
り
血
縁
分
家
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
分
家
な
い
し
マ
キ
拡
大
の
事
例
も
多
く
が
、
他
面
で
非
血
縁
判
下
戸
の
減
少
を
伴
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
非
血

縁
判
下
戸
の
消
滅
と
昇
格
に
よ
る
減
少
の
な
か
で
、
西
組
が
一
定
戸
数
を
維
持
な
い
し
徴
増
さ
せ
て
い
る
要
因
に
は
血
縁
分
家
の
創
出
が
あ

る。



こ
の
よ
う
な
分
家
は
、
町
田
家
に
み
ら
れ
た
本
家
の
所
有
地
を
基
盤
に
所
有
地
の
拡
大
と
し
て
の
マ
キ
の
拡
大
に
結
び
つ
い
た
分
家
と
は

性
質
を
異
に
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
農
業
経
営
を
支
え
る
互
助
的
労
働
組
織
を
基
本
的
な
性
格
と
し
て
い
る
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
無
高
分
家
も
創
設
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
一
定
の
土
地
を
確
保
し
た
判
下
層
に
お
い
て
も
分

家
は
行
わ
れ
う
る
(
先
の
藤
作
家
が
文
政
末
期
に
弟
世
帯
を
分
出
し
て
い
る
)
。
そ
し
て
こ
う
し
た
労
働
組
織
と
し
て
の
マ
キ
の
拡
大
は
、
経
営
体

が
血
縁
関
係
と
し
て
い
わ
ば
純
化
し
て
い
く
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
非
血
縁
判
下
の
昇
格
に
よ
り
身
分
的
均
質
化
を
示
す
西
組
で

は
こ
の
純
化
が
村
落
体
制
自
体
の
変
化
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
町
田
本
家
に
み
る
村
外
親
類
関
係
へ
の
傾
斜
を
あ
わ
せ
て
把

え
る
な
ら
ば
、
と
も
に
近
世
村
落
の
枠
組
み
が
弛
緩
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
家
が
、
よ
り
個
別
的
な
利
害
を
原
則
と

す
る
動
態
に
お
い
て
、
土
地
所
有
あ
る
い
は
経
営
に
そ
れ
ぞ
れ
立
脚
基
盤
を
異
に
し
て
、
多
面
的
に
展
開
し
て
い
く
方
向
が
現
わ
れ
て
い
る
。

五

括

近世村落における家と土地所有

近
世
村
落
に
お
け
る
複
数
の
分
家
創
出
を
通
じ
た
同
族
団
の
形
成
・
拡
大
と
い
う
実
態
は
、
全
国
的
に
一
般
的
な
家
の
動
態
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
特
定
の
家
々
を
構
成
員
と
し
、

一
定
の
村
内
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
近
世
村
落
の
展
開
が
、
分
家
(
な
い

し
世
帯
分
割
)
に
よ
る
戸
数
拡
大
を
と
も
な
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
一
般
的
と
も
い
い
え
よ
う
。
そ
し
て
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
少
く
と
も
大

塚
村
で
は
、
そ
れ
が
一
定
の
農
民
層
分
化
に
帰
結
す
る
家
聞
の
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
確
執
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
村
内
土
地
所
有
関
係

展
開
の
主
要
な
一
環
に
同
族
と
い
う
家
集
団
形
成
の
動
態
が
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
こ
と
が
確
認
し
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
土
地
所
有
者
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と
し
て
の
発
展
が
、
同
時
に
家
と
し
て
の
発
展
の
希
求
を
内
包
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た



土
地
所
有
主
体
1
家
の
発
展
は
、
し
か
し
実
現
の
機
会
が
す
べ
て
の
家
に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
家
聞
の
土
地
移
動
と
分
家
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分
地
に
よ
る
土
地
移
動
が
交
互
に
混
在
す
る
よ
う
に
進
展
し
た
一
定
の
帰
結
と
し
て
、
こ
の
発
展
を
現
実
の
も
の
と
す
る
特
定
の
家
が
現
わ

れ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
よ
り
多
く
の
村
内
諸
家
に
と
っ
て
は
、
こ
の
発
展
の
可
能
性
は
潜
在
的
な
希
求
に
と
ど
ま

ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
持
高
階
層
構
成
に
現
わ
れ
る
農
民
層
分
化
は
、
こ
う
し
て
家
聞
の
土
地
所
有
面
に
現
わ
れ
た
浮
沈
と
い
う

い
わ
ば
相
互
に
逆
方
向
の
展
開
の
一
定
の
帰
結
を
表
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
土
地
所
有
に
立
脚
し
た
形
態
は
、
家
の
発
展
の
唯
一
の
形
態
と
み
な
す
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
町
田
家

に
お
け
る
土
地
所
有
自
体
、
こ
の
所
有
が
近
代
へ
と
連
繋
し
う
る
、
事
実
上
の
私
的
土
地
所
有
と
い
い
う
る
性
質
の
も
の
と
は
必
ず
し
も
み

な
し
が
た
い
。
近
世
固
有
の
村
落
体
制
の
枠
内
で
村
落
上
層
農
の
い
わ
ば
特
権
的
な
所
有
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
宝
暦
期
の
こ
の
所
有
が
依
拠

す
る
村
落
体
制
自
体
の
再
編
を
誘
引
し
た
点
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
集
積
地
の
同
族
的
拡
大
も
こ
の
所
有
の
特
徴
と
無
縁
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
近
世
村
落
体
制
に
依
拠
し
た
こ
う
し
た
特
権
的
土
地
所
有
が
、
内
側
か
ら
崩
壊
過
程
に
入
る
一
方
で
、
新
興
上
層
農

の
出
現
に
よ
っ
て
一
般
的
変
化
を
示
す
の
は
幕
末
期
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
当
村
に
み
ら
れ
た
村
内
土
地
所
有
関
係
の
展
開
の
一
環

と
し
て
の
同
族
の
意
義
は
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
分
家
形
成
の
近
世
的
一
形
態
と
は
別
に
経
営
集
団
と
し
て
の
分
家
創
出
・
同
族
形
成
が
出
現
す
る
の
は
幕
末
期
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
う
し
た
自
家
経
営
の
展
開
方
向
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
分
家
創
出
行
為
こ
そ
、
近
村
村
落
の
動
揺
と
も
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
近
代

へ
と
連
繋
し
う
る
幕
末
段
階
の
新
た
な
家
の
動
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
の
動
態
が
明
治
以
降
一
面
的
に
充
全
に
展

関
す
る
と
は
い
い
え
な
い
が
、
家
の
地
主
制
と
の
対
応
関
係
の
一
方
で
、
経
営
に
立
脚
し
た
家
の
展
開
方
向
も
あ
わ
せ
て
考
察
に
値
す
る
実

態
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



注

近世村落における家と土地所有

幕
藩
体
制
に
お
け
る
土
地
所
有
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
農
民
で
は
な
く
領
主
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
領
主
的
土
地
所
有
に
対
抗
し
て
農
民
的

土
地
所
有
あ
る
い
は
地
主
的
土
地
所
有
の
実
態
が
幕
落
体
制
下
に
発
生
、
展
開
す
る
こ
と
も
、
こ
の
発
生
・
展
開
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
解

釈
の
相
違
(
い
わ
ゆ
る
農
民
的
余
剰
を
認
め
る
か
否
か
等
)
は
あ
れ
、
研
究
史
上
の
共
通
認
識
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
近
世
村
落
に
お
け
る

土
地
を
め
ぐ
る
農
民
の
「
所
有
者
」
と
し
て
の
発
展
は
、
本
稿
で
は
そ
れ
自
体
実
証
的
な
検
討
対
象
と
は
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
の
事
例
分
析

を
通
じ
て
も
、
農
民
が
単
な
る
封
建
貢
租
の
負
担
者
と
し
て
、
全
剰
余
を
領
主
に
収
奪
し
つ
く
さ
れ
る
存
在
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し

ろ
積
極
的
な
土
地
獲
得
(
集
積
)
行
為
が
農
民
間
に
展
開
さ
れ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
農
民
の
土
地
「
所
有
者
」
と
し
て
性
格
は
、
全
面
的

で
は
な
く
と
も
発
展
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
以
下
で
分
析
す
る
よ
う
に
、
同
族
形
成
の
絡
ん
だ
土
地
集
積
の
形
態
は
、
逆

に
そ
の
主
体
的
特
質
を
「
家
」
と
し
て
把
え
る
立
場
を
促
す
も
の
の
、
農
民
に
よ
る
土
地
に
対
す
る
主
体
的
獲
得

1
所
有
の
展
開
を
想
定
せ
ず
に

は
把
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
所
有
の
他
に
も
保
有
、
占
有
あ
る
い
は
専
有
と
い
っ
た
概
念
が
あ
り
、
一
方
そ
の
対
象
も
土
地
だ
け
に
限
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
対
物
関
係
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
間
関
係
の
構
造
的
把
握
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
さ
る
べ
き
問
題
は
多
い
が
、
こ
こ

で
は
対
象
を
土
地
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
一
般
的
用
法
と
恩
わ
れ
る
「
所
有
」
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

(2)

西
沢
武
彦
「
松
代
藩
の
検
地
」
『
信
濃
』
第
人
巻
三
号
、
一
九
五
六
年
。

(3)

「
均
等
分
割
」
な
い
し
「
均
分
相
続
」
を
「
小
農
自
立
」
と
表
裏
一
体
の
現
象
と
把
え
る
傾
向
も
あ
る
が
、
実
態
上
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

理
論
的
に
は
家
族
史
上
の
概
念
と
農
業
史
上
の
そ
れ
と
は
区
別
し
て
抱
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(4)

西
沢
前
掲
論
文
。

(5)

松
代
務
領
の
村
々
に
お
け
る
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
竹
内
利
美
「
検
地
と
分
家
慣
行
」
(
『
家
族
慣
行
と
家
制
度
』
一
九
六
九
年
、
第
三
章
一
九

五
頁
)
。
で
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

大
石
慎
三
郎
『
近
世
村
落
の
構
造
と
家
制
度
増
補
版
』
一
九
六
八
年
、
一
五
九
頁
。

近
世
初
期
に
お
け
る
「
屋
敷
地
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
長
谷
川
善
計
「
同
族
団
の
初
源
的
形
態
と
二
つ
の
家
系
譜
」
(
『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
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(l) 

(6) 

(7) 



要
』
第
九
・
十
号
、
一
九
八
一
・
三
年
)
。
こ
こ
で
は
近
世
初
期
ま
で
「
家
」
観
念
の
支
柱
に
「
屋
敷
地
」
が
あ
り
、
ま
た
初
期
本
百
姓
か
ら
近
世

本
百
姓
の
転
化
が
「
屋
敷
地
共
同
体
的
複
合
家
族
」
の
分
解
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。

(
8
)

佐
々
木
潤
之
介
「
幕
落
体
制
下
の
農
業
構
造
と
村
方
地
主
」
(
古
島
敏
雄
編
『
日
本
地
主
制
史
研
究
』
一
九
五
八
年
、
第
三
章
五
六
頁
以
下
)
。

(
9
)

西
沢
前
掲
論
文
。
鈴
木
寿
『
近
世
知
行
制
の
研
究
』
一
九
七
O
年
五
二
頁
。

(
叩
)
松
代
藩
の
宝
暦
の
改
革
を
推
進
し
た
恩
田
杢
は
、
村
内
階
層
分
化
の
実
態
を
認
め
る
一
方
で
、
村
内
和
合
を
奨
励
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
潰
百

姓
の
責
仕
を
五
人
組
、
村
役
人
に
負
わ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
|
「
村
中
和
合
を
以
小
百
姓
末
々
迄
専
ら
助
言
を
加
え
、
身
上
持
立
る
様
に
可
致

処
近
来
者
小
百
姓
を
か
す
め
、
手
間
隙
を
費
さ
せ
、
致
難
義
由
相
関
候
、
:
・
若
身
上
持
立
る
事
難
成
も
の
も
有
之
ハ
、
五
人
組
相
代
之
も
の
互
ニ

申
あ
ハ
せ
、
私
な
く
村
中
遂
相
談
、
身
上
持
立
さ
す
る
様
に
可
被
取
計
、
万
一
打
捨
置
潰
族
も
有
之
、
役
目
に
相
開
る
共
、
御
余
議
之
上
急
度
可

及
御
沙
汰
候
:
・
」
(
西
沢
武
彦
「
松
代
藩
に
お
け
る
思
回
杢
の
改
革
」
『
信
濃
』
第
八
巻
十
一
号
、
六
八
四
頁
)
。

(U)

近
世
村
落
に
お
け
る
分
家
が
本
来
「
村
内
分
家
」
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
竹
内
前
掲
書
第
五
章
三
五
二
頁
以
下
。

(
四
)
「
同
族
の
構
造
的
解
体
」
の
一
類
型
と
し
て
「
同
族
結
合
の
親
類
関
係
化
:
:
:
す
な
わ
ち
同
族
結
合
が
後
退
し
て
親
族
関
係
が
表
面
化
し
て
く

る
こ
と
」
は
松
本
通
晴
氏
に
よ
り
論
述
さ
れ
て
い
る
(
「
同
族
結
合
の
解
体
」
『
講
座
家
族
』
一
九
七
四
年
五
章
三
節
)
。
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